
滞納管理WT議事（令和６年７月17日～令和６年７月23日）
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見

対応方針

修正前 修正後

分類（選択肢から選択） 詳細

大分類
（反映する、反
映しない、要検
討）

要件修正方針
（追加、修正、
削除、変更な
し、要検討）

構成員確認
（WT）要否
（共有、意見
照会、不要）

対応内容

144 滞納管理 150350 ②：要件変更 ②：前回記載意見

滞納者に対する執行停止情報の管理（設定・保持・修正）が

できること。

＜執行停止情報＞

・起案年月日

・決裁年月日

・執行停止種類（無財産、生活困窮、所在不明、即時消滅）

・執行停止理由

・執行停止年月日

・取消起案年月日

・取消決議年月日

・執行停止取消年月日

・取消理由

・管理番号

等

滞納者に対する滞納処分の停止情報の管理（設定・保持・修

正）ができること。

＜滞納処分の停止情報＞

・起案年月日

・決裁年月日

・滞納処分の停止種類（無財産、生活困窮、所在不明、即時

消滅）

・滞納処分の停止理由

・滞納処分の停止年月日

・取消起案年月日

・取消決議年月日

・滞納処分の停止取消年月日

・取消理由

・管理番号

等

②：条例への対応・独
自施策の実現

地方税法第15条の7のとおり、「滞納処分の停止」が正しいた

め、「執行停止」は「滞納処分の停止」に修正すべきであ

る。

ー
④：スクラッチ開発で

実装
反映する 修正 共有

全ての仕様書上、「執行停止」→「滞納処分の停止」に修正する。

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません。
（D市）:（意見なし）
（A市）:（意見なし）
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

全ての団体から意見なかったことから、全て
の仕様書上、「執行停止」→「滞納処分
の停止」に修正します。

帳票印字項目、レイアウトの修正について
も、帳票要件の備考列に記載していま
す。

意見の根拠

運用想定 現行システム区分
（選択肢から選択）

検討結果回答集約（地方団体構成員）
業務

（選択肢から選択）
機能ID 意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分
（選択肢から選択）

要件



③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見

対応方針

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細

大分類
（反映する、
反映しない、
要検討）

要件修正方
針

（追加、修
正、削除、変
更なし、要検

討）

構成員確認
（WT）要否
（共有、意見
照会、不要）

対応内容 回答集約（地方団体構成員）

99 滞納管理 帳票レイアウト 150437 納付誓約書 4 誓約日 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑥：住民サービス向上
滞納者の記入負荷軽減のため、元号・年・月・日をあらか

じめ表記
住民が数字のみ記載する形としたい。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

要検討 要検討 共有 APPLICに、印字項目追記しても問題ないかを確認。
※適合基準日R9.1で対応予定

（E市）:（意見なし）
（K市）:西暦で記載することを認めないことになるので
しょうか?
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

K市より西暦の記載について疑義あり。

滞納者の記入負荷軽減のため、和暦、西暦のいずれかが記載されるよう、諸元表の内容列を以下の通り修正する。
なお、レイアウトについては表示しない場合まで含めることから修正しないこととする。
また、帳票要件に修正箇所と理由を記載した。

旧「※印字なし」
新「※和暦、西暦のいずれかを表示／非表示を選択」
【適合基準日:令和８年４月1日】

100 滞納管理 帳票レイアウト 150469 滞納明細 7 税目 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑧：業務精度向上
現行のものに記載漏れであると考えられるため略称欄に森

林環境税、軽自動車税（種別割）の記載を追記
左記税目の表示ができるようになる。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 要検討 共有
反映もれの対応を行う。なお、同様の記載がある充当明細書
（ID150003）の修正も実施する。

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

帳票レイアウトの略称について森林環境税、種別割の記載を追加修正した。
【適合基準日:令和８年４月1日】

また、帳票要件に修正箇所と理由を記載した。

帳票ID 0150003_充当明細書
帳票ID 0150397_納期限変更告知書
帳票ID 0150469_滞納明細

176 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150012

差押通知書（不

動産）※権利者

用

差押日（タイト

ル）
①：要件追加 ②：前回記載意見 差押日 差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有

本帳票はすでに修正済みだが、以下について用語を年月日に修正す
る。
・帳票印字項目・諸元表
0150082、0150083、0150088　項目が「参加差押日」となってい
る。
0150018、0150020、0150033、0150088　項目が「差押解除
日」となっている
・帳票レイアウト
0150082、0150083、0150088　項目が「差押日」「参加差押日」
となっている
0150018、0150020、0150033、0150088　項目が「差押解除
日」となっている

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

「参加差押日」「差押解除日」「破産手続開始日」「交付要求日」「通知日」「相続開始日」「延滞金計算日」が記載されている帳票につい
て、
「日」を「年月日」に修正した。

177 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150013

差押通知書（不

動産）※交付要

求２９条執行機

関用

差押日（タイト

ル）
①：要件追加 ②：前回記載意見 差押日 差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

178 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150018

差押解除通知書

（不動産）※滞

納者用

差押日（タイト

ル）

差押解除日（タ

イトル）

①：要件追加 ②：前回記載意見
差押日

差押解除日

差押年月日

差押解除年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記と統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

179 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150020

差押解除通知書

（不動産）※交

付要求２９条執

行機関用

差押日（タイト

ル）

差押解除日（タ

イトル）

①：要件追加 ②：前回記載意見
差押日

差押解除日

差押年月日

差押解除年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記と統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

185 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150027

債権差押通知書

（債権）※交付

要求36条執行

機関用

差押日（タイト

ル）
①：要件追加 ②：前回記載意見 差押日 差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記と統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

186 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150033

差押解除通知書

（債権）※交付

要求36条執行

機関用

差押日（タイト

ル）

差押解除日（タ

イトル）

①：要件追加 ②：前回記載意見
差押日

差押解除日

差押年月日

差押解除年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

187 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150056
差押通知書（動

産）※権利者用

差押日（タイト

ル）
①：要件追加 ②：前回記載意見 差押日 差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

検討結果項目名称業務
（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象
（選択肢から選択）

帳票ID 帳票名 項目番号

意見の根拠

運用想定 現行システム区分
（選択肢から選択）

意見の分類
（選択肢から選択）

新規意見区分
（選択肢から選択）

要件



対応方針

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細

大分類
（反映する、
反映しない、
要検討）

要件修正方
針

（追加、修
正、削除、変
更なし、要検

討）

構成員確認
（WT）要否
（共有、意見
照会、不要）

対応内容 回答集約（地方団体構成員）

検討結果項目名称業務
（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象
（選択肢から選択）

帳票ID 帳票名 項目番号

意見の根拠

運用想定 現行システム区分
（選択肢から選択）

意見の分類
（選択肢から選択）

新規意見区分
（選択肢から選択）

要件

188 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150082

参加差押通知書

（不動産）※滞

納者用

差押日（タイト

ル）

参加差押日（タ

イトル）

①：要件追加 ②：前回記載意見
差押日

参加差押日

差押年月日

参加差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

189 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150083

参加差押通知書

（不動産）※権

利者用

差押日（タイト

ル）

参加差押日（タ

イトル）

①：要件追加 ②：前回記載意見
差押日

参加差押日

差押年月日

参加差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記と統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

190 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150088

参加差押解除通

知書（不動産）

※滞納者用

差押日、参加差

押日、参加差押

解除日（タイト

ル）

①：要件追加 ②：前回記載意見

差押日

参加差押日

参加差押解除日

差押年月日

参加差押年月日

参加差押解除年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

191 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150125
交付要求通知書

※滞納者用

差押日（タイト

ル）
①：要件追加 ②：前回記載意見 差押日 差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

192 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150125
交付要求解除通

知書※滞納者用

差押日（タイト

ル）
①：要件追加 ②：前回記載意見 差押日 差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記を統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

193 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 150147
債権現在額申立

書

差押日（タイト

ル）
①：要件追加 ②：前回記載意見 差押日 差押年月日

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

「●●日」と「●●年月日」が他帳票と混在しており、表

記と統一する。なお、国税徴収法施行規則別紙における日

付を示すタイトルは「●●年月日」であるためそちらを採

用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 共有 No176と同様

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

No176と同様

196 滞納管理 帳票要件 150518 納付書 ①：要件追加 ①：新規意見
・納付予定日（分納納付書のみ）

・納付回数（分納納付書のみ）
⑥：住民サービス向上

徴収猶予の申請にあっては、分割納付の各納付期限及び各

納付期限ごとの納付金額を記載することを条例で定めてお

り、分割納付計画書だけでなく、納付書にも記載が必要な

ため。

また、帳票要件で定められている納付書のレイアウトで

は、どの納付書が１回目、２回目…が分からず滞納者に判

断をさせることになるため、測定不能だが市税収入率の悪

化につながることが見込まれる。

手書きで補記する運用の場合、分納納付書の発行は年間約

35,000件あり、一件あたり１分ほどの時間を要する。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施して

いる帳票

要検討 追加 意見照会

・納付予定日（分納納付書のみ）
　→印字項目諸元表上は、収納管理帳票ID0140129　項番
14,15「指定期限」に記載あるため対応可能だが、機能要件上記載が
ない。

・納付回数（分納納付書のみ）
　→印字項目諸元表上、機能要件上、いずれも記載がない。

【構成員確認】
・分割納付書に「納付予定日」「納付回数」を記載する機能を標準オ
プションで実装してよいか。
　よい場合は、収納管理帳票ID0140129に、項目を追加し、滞納管
理機能要件上に
「分割納付書における印字項目「指定期限」については、分割納付計
画明細書上の納付予定日を記載できること（標準オプション）」
「分割納付書には、分割納付計画明細書上の納付回数を記載できる
こと（標準オプション）」
を追記する。
※要件の考え方:滞納者が分割納付する際に、各回で使用する納付
書と、納付予定日をわかりやすくするため実装した。なお、手書き運用で
代替できる機能であることから自治体によって実装判断が分かれると思
われるため、標準オプションとしている。
※適合基準日:オプションのため不要

（E市）:問題なし
（K市）:「納付予定日」「納付回数」を記載する機能
を標準オプションで実装してよい。当市の現行システムで
は実装しています。
住民によりわかりやすくして確実な納付を促すということか
ら、可能であれば必須機能が望ましいと考えます。
（C市）:実装して問題ない。
（I市）:標準オプションで問題なし。
（B市）:左記のとおりで良い。
（J市）:問題なし
（F市）:当市では納付予定日＝指定期限＝バー
コード使用期限という運用を想定しているため納付書へ
「使用期限」とは別枠での「納付予定日」の記載につい
ては標準オプションでの実装で問題ない
納付回数については実務上手書き運用では代替できな
いので必須機能での実装を希望する
（H市）:問題ありません
（D市）:標準オプションでの実装で問題ないと考えま
す。
（A市）:問題ございません。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):異論ございません
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

F市から、納付回数については必須との要望があるものの、他団体においては全て標準オプションでよいのことであるため、当初想定通り標準
オプションで実装する。

修正箇所は、以下の通り
■収納管理
・印字項目・諸元表　ID0140129　　領収書部分（全期前納・期別納付書用）　について、
　－既存項目「指定期限」の備考に、「分割納付書の場合は、指定期限ではなく、納付回数ごとの納付予定日を印字してもよいこととす
る。」を追加。なお、本項目は実装必須項目であることから、オプションと同様に印字してもしなくてもいい整理とするため、「～印字してもよいこ
ととする」という表現としている。
　－上記の直下に、新規項目「納付回数」を追加。備考に、「分割納付書の場合のみ印字する。印字箇所は問わない。」と記載。
　　※一部ベンダの質問については、領収書部分の中であれば自由、という整理としたい

■滞納管理
・2.4.18.に、左記のとおり追加した。

■収滞納共通
改定理由
「分割納付書に納付予定日、納付回数が記載し、住民によりわかりやすい納付を促すために追記した。なお、手書き対応の地方団体も考
えられることから、いずれも標準オプションとしている。」

283 滞納管理 帳票レイアウト 150003 充当明細書 - 延滞金計算日 ⑥：表現の見直し ②：前回記載意見

延滞金は、納期限翌日から納付（入）の日まで14.6％（納

期限の翌日から１ヶ月の日まで7.3％以内）の割合で計算し

た金額が加算されます。

延滞金額及び滞納処分費は、それぞれ地方税法及び●●条

例並びに国税徴収法の規定による金額であり、換価代金等

受入の日までのものです。

延滞金額及び滞納処分費は、それぞれ地方税法及び●●条

例並びに国税徴収法の規定による金額であり、強制換価手

続の執行機関における換価代金の受領日までのものです。

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

納期限後1か月以後の延滞金の割合は下記のとおりであるた

め

・平成12年1月1日から平成25年12月31日まで：年14.6%

・平成26年1月1日以後：延滞金特例基準割合に年7.3％を加

算した割合（上限14.6％）

延滞金特例基準割合は各年の前々年9月から前年8月までに

おける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合

に、年1％を加算した割合であるため、変動するため、その

変動に対応できるような表現での運用

②：現行システムでカ

スタマイズを実施して

いる帳票

反映する 修正 共有

レイアウト記載の文章はあくまで例文であるため、
具体的な記載をせず、「特例基準割合にかかる記載NNNN」などの記
載に修正する。
なお、当該帳票を修正する場合、「催告書（差押無）」
（ID150441）及び「滞納明細」（ID150469）にも同じ記載があ
るため、修正が必要となる。

（E市）:（意見なし）
（K市）:（意見なし）
（C市）:（意見なし）
（I市）:（意見なし）
（B市）:（意見なし）
（J市）:問題なし
（F市）:（意見なし）
（H市）:問題ありません
（D市）:（意見なし）
（A市）:承知しました。
（地方税共同機構）:（意見なし）
(デジタル庁):（意見なし）
(総務省統括アドバイザー):（意見なし）

左記の通り修正した。
また、帳票要件に修正箇所と理由を記載した。



④「仕様書改定案（その他）」に

関するご意見は特段なしのため、

掲載なし。


